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請
願
の
出
し
方
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委員会の視察報告

常任委員会の実施した先進地へ

の行政視察について報告します

総
務
常
任
委
員
会

●
日
程

　
八
月
六
日
か
ら
八
日

●
視
察
先
・
視
察
項
目

　
埼
玉
県
草
加
市

・
価
格
・
技
術
提
案
審
査
型
入

札
・
契
約
方
式
に
つ
い
て

・
交
際
費
公
開
条
例
に
つ
い
て

・
財
政
状
況
に
つ
い
て

　
栃
木
県
小
山
市

・
郵
便
入
札
制
度
に
つ
い
て

・
地
域
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
に
つ

い
て

　
埼
玉
県
川
越
市

・
入
札
制
度
（
文
書
公
開
制
度

等
）
に
つ
い
て

・
財
政
状
況
に
つ
い
て

●
視
察
人
員

　
委
員
七
名
、
市
執
行
部
二
名
、

　
議
会
事
務
局
二
名
、
計
十
一
名

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

●
日
程

　
九
月
一
日
か
ら
三
日

●
視
察
先
・
視
察
項
目

　
東
京
都
世
田
谷
区

・
子
供
初
期
救
急
診
療
所
に
つ

い
て

・
放
課
後
の
遊
び
場
対
策
に
つ

い
て

　
東
京
都
杉
並
区

・
児
童
青
少
年
セ
ン
タ
ー
に
つ

い
て

・
教
育
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に

つ
い
て

　
東
京
都
品
川
区

・
障
害
者
の
就
労
支
援
セ
ン
タ

ー
に
つ
い
て

・
幼
保
一
元
化
に
つ
い
て

●
視
察
人
員

　
委
員
八
名
、
市
執
行
部
二
名
、

　
議
会
事
務
局
二
名
、
計
十
二
名

建
設
水
道
常
任
委
員
会

●
日
程

　
九
月
三
日
か
ら
五
日

●
視
察
先
・
視
察
項
目

　
栃
木
県
栃
木
市

・
公
園
の
里
親
制
度
に
つ
い
て

・
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

に
つ
い
て

　
東
京
都
台
東
区

・
都
市
復
興
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ

い
て

・
ま
ち
づ
く
り
大
学
に
つ
い
て

　
東
京
都
目
黒
区

・
緑
化
事
業
に
つ
い
て

・
中
目
黒
公
園
整
備
事
業
に
つ

い
て

●
視
察
人
員

　
委
員
八
名
、
市
執
行
部
二
名
、

　
議
会
事
務
局
二
名
、
計
十
二
名

議
会
運
営
委
員
会

●
日
程

　
十
月
十
四
日
か
ら
十
六
日

●
視
察
先

　
高
知
県
高
知
市

　
香
川
県
高
松
市

　
岡
山
県
倉
敷
市

●
視
察
項
目

・
定
例
会
（
三
月
定
例
会
を
除

く
）
の
審
議
日
程
に
つ
い
て

・
一
般
質
問
に
つ
い
て

・
当
初
予
算
の
審
議
に
つ
い
て

・
決
算
認
定
議
案
の
審
議
に
つ

い
て

・
公
社
関
係
の
予
算
・
事
業
計

画
・
決
算
等
の
審
議
方
法
に

つ
い
て

・
本
会
議
や
委
員
会
の
審
議
の

中
継
方
法
（
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
、
モ
ニ

タ
ー
Ｔ
Ｖ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

Ｆ
Ｍ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

の
活
用
）
の
状
況
に
つ
い
て

・
議
会
改
革
の
実
施
状
況
（
概

要
）
に
つ
い
て

・
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い

て
●
視
察
人
員

　
正
副
議
長
、
委
員
十
名
、
市
執

　
行
部
二
名
、
議
会
事
務
局
二
名
、

　
計
十
六
名

請
願
の
出
し
方

請願を提出する時期は

　いつでも提出できますが、定例会（３月、６月、

９月、12月）での審議に間に合うための提出期限（招

集日の２日前、２日前が休日の場合はその前日）が

ありますので、あらかじめご了承ください。

●採択された請願は、市政に関するものは市長等に

送付し、それ以外のものは、国や府などに意見書

や要望書として提出する場合もあります。

●３月定例会では、前年中に採択された請願の処理

の経過や結果が議会に報告されます。

お問い合わせは・・・

　ご不明な点などがありましたら、議会事務局まで

お問い合わせください。

電話０７７４－２０－８７４７（議会直通）

　市政などについて、意見や要望があるときは、個

人・団体・法人を問わず、だれでも議会に請願を出

すことができます。請願をする権利は憲法で保障さ

れています（憲法第16条）。

請願を提出するには

　請願書を提出するには、議員の紹介が必要です（地

方自治法第124条）。請願書には、紹介議員の署名

をつけ、件名・趣旨を簡潔に書き、提出年月日、請

願者の住所及び氏名を記載し、請願者が押印してく

ださい。あて先は宇治市議会議長として、議会事務

局に提出してください。書式は下の図を参考にして、

できるだけＡ４版の用紙を使用してください。

〈表　　紙〉 〈内　　容〉

（件名）
・・・・についての
請願書

紹介議員（署名）

（請願の趣旨）
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
○年○月○日
宇治市議会議長
　　○○○○様
請願者
氏名○○○○
住所
電話番号

請
願
の
提
出

所
管
の
常
任
委
員
会
で

詳
し
く
審
査
さ
れ
ま
す
。

委
員
会
で
審
査

採
択
・
不
採
択
・
継
続
審
査
を

郵
送
で
通
知
し
ま
す
。

請
願
者
に
結
果
を
通
知

議
長
（
議
会
事
務
局
）
が
受
理

議
会
運
営
委
員
会
で
報
告

議
長
が
諸
報
告
の
中
で
受
理

報
告
を
し
、
委
員
会
に
付
託

本
会
議

本
会
議

委
員
会
で
の
審
査
結
果
を
委
員
長
が

報
告
し
た
後
、
採
決
し
ま
す
。
　
　

審
査
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
次
の
議

会
に
持
ち
越
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

（
継
続
審
査
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

本
会
議
で
採
択

本
会
議
で
採
択

▲ 8月7日 小山市

▲ 9月3日 栃木市

▲ 10月16日 倉敷市

▲ 9月2日 児童青少年センター


